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（
農
林
水
産
委
員
会
）

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
一
号

（
衆

）

議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
森
林
吸
収
源
対
策
の
重
要
性
及
び
気
候
変
動
に
関
す
る
国
際
連
合
枠
組
条
約
を
巡
る
国
際
的
な
動
向
を
踏
ま

え
、
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
市
町
村
が
新
た
に
同
年
度
ま
で
の
間

に
お
け
る
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
特
定
増
殖
事

業
計
画
の
認
定
に
つ
い
て
定
め
、
当
該
認
定
を
受
け
た
者
に
対
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
等
に
関
す
る
特

例
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
目
的
の
見
直
し

我
が
国
森
林
に
よ
る
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
作
用
の
保
全
及
び
強
化
の
重
要
性
に
鑑
み
、
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お

け
る
森
林
の
間
伐
等
の
実
施
を
促
進
す
る
た
め
、
農
林
水
産
大
臣
が
策
定
す
る
基
本
指
針
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、

市
町
村
に
よ
る
特
定
間
伐
等
促
進
計
画
の
作
成
及
び
都
道
府
県
知
事
に
よ
る
特
定
増
殖
事
業
計
画
の
認
定
並
び
に
こ
れ
ら
の

計
画
の
実
施
に
関
す
る
特
別
の
措
置
を
講
じ
、
も
っ
て
森
林
の
適
正
な
整
備
に
寄
与
す
る
こ
と
と
す
る
。
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二
、
特
定
間
伐
等
の
支
援
措
置
の
延
長

特
定
間
伐
等
促
進
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
交
付
、
当
該
計
画
に
基
づ
く
間
伐
等
の
実
施
及
び
助
成

に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
の
支
出
す
る
経
費
に
係
る
地
方
債
の
起
債
の
特
例
等
の
支
援
措
置
を
平
成
三
十
二
年
度
ま
で
引
き

続
き
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
基
本
指
針
等
の
見
直
し

農
林
水
産
大
臣
は
、
特
定
間
伐
等
及
び
特
定
母
樹
の
増
殖
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
基
本
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」
と

い
う

）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
知
事
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
当
該
都
道
府
県

。

の
区
域
内
に
お
け
る
「
特
定
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
又
は
当
該
区
域
内
に
お
け
る
「
特
定
間
伐
等
及

び
特
定
母
樹
の
増
殖
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
」
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
特
定
増
殖
事
業
計
画
の
認
定

特
定
間
伐
等
及
び
特
定
母
樹
の
増
殖
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
即
し
て
、
特
定
増
殖
事
業
を
実
施
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
特
定
増
殖
事
業
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
特
例
措
置
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四
の
認
定
を
受
け
た
計
画
の
実
施
を
支
援
す
る
た
め
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
の
償
還
期
間
・
据
置
期
間
の
延
長
、

林
業
種
苗
法
に
基
づ
く
生
産
事
業
者
の
登
録
等
の
手
続
免
除
、
森
林
法
に
基
づ
く
立
木
の
伐
採
の
届
出
免
除
の
特
例
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

六
、
独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
等
の
支
援
の
追
加

独
立
行
政
法
人
森
林
総
合
研
究
所
及
び
関
係
都
道
府
県
等
は
、
四
の
認
定
を
受
け
た
者
に
対
し
、
特
定
母
樹
を
育
成
す
る

た
め
の
種
穂
の
提
供
そ
の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


